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令和元年度第７回定例総会 議事録 

 

 

１ 開催日時  令和元年１０月２５日（金）午後１時３０分～午後２時０５分 

 

２ 開催場所  加美町小野田支所 ２階会議室 

 

３ 出席委員（１７名） 

 

会   長      １９番 三 浦   泉 

会長職務代理者    １８番 千 葉 連 悦 

委   員       １番 星   榮 喜 

  〃         ２番 澁 谷 幹 男 

  〃         ４番 畠 山 義 信 

〃         ５番 杉 村 昭 宏 

  〃         ６番 猪 股   弘 

  〃         ７番 三 嶋 秀 二 郎 

  〃         ８番 今 野   修  

  〃         ９番 伊 藤 登 喜 子 

  〃        １０番 板 垣 文 一 

  〃        １１番 小 山 京 子 

  〃        １２番 佐 々 木 信 幸 

〃        １３番 山 本   成 

  〃        １４番 尾 形 徳 夫  

〃        １５番 中 村 貴 美 子 

〃        １６番 畠 山 智 史 

 

４ 欠席委員（２名） 

 

     委   員       ３番 半 田   守 

       〃        １７番 佐 藤 と も 
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５ 議事日程 

日程第１  議事録署名委員の指名 

日程第２  会期の決定 

日程第３  会議書記の指名 

日程第４  報告第１６号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第５  報告第１７号  農地転用許可後の工事完了報告について 

日程第６  報告第１８号  農地の利用変更届について 

日程第７  議案第２０号  農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第８  議案第２１号  農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第９  議案第２２号  農用地利用集積計画の審査について 

日程第１０ 議案第２３号  農用地利用配分計画(案)の審査について 

 

 

６ 説明のため出席した職員 

農業委員会事務局長（書記）       太 田 浩 二 

農業委員会事務局参事兼次長兼農地係長  鎌 田 裕 之 

農業委員会事務局主事          猪 股 雅 敬 

 

７ 議事の経過及び結果 

 

次のとおり。 
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第７回定例総会 議事の経過及び結果 

 

〈午後１時３０分 開会〉 

＊事務局（太田浩二事務局長） それでは、定刻でございますので只今より令和元年度

加美町農業委員会第７回定例総会を開催いたします。 

はじめに、会長からご挨拶をお願いいたします。 

 

＊会長（三浦泉会長） 本日は令和元年度、加美農業委員会第７回定例総会にご出席い

ただき、大変ご苦労様でございます。 

   先日の台風１９号に関しましては日を増すごとに甚大な被害が報じられており、

被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。追うようにして台風２１号が近

づいておりますが、大雨警報が出る等、更なる被害が想定されます。大雨の被害は

未曽有の事態であり誰にも予測することが不能ですので、今後の気候に十分気をつ

けていただきたいと思います。また、加美町の被害状況については全大会にて事務

局より報告いたします。 

本日も慎重な審議をお願いしまして挨拶といたします。よろしくお願いします。 

 

＊事務局（太田浩二事務局長） ありがとうございました。それでは、農業委員会会議

規則第４条の規定により、会長が議長となりまして、議事を進行していただきます。

会長よろしくお願いいたします。 

 

＊議長（三浦泉会長） ただいまの出席委員は１７名です。３番 半田守委員、１７番 佐

藤とも委員から欠席の通告があります。定例総会の定足数に達しておりますので、

直ちに本日の会議を開きます。 

 

 

日程第１ 議事録署名委員の指名 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第１、議事録署名委員の指名を行います。本日の議事録署

名委員は、１８番 千葉連悦委員、１番 星榮喜委員にお願いいたします。 

 

 

 

日程第２ 会期の決定 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。お諮りい

たします。本定例総会の会期は、本日１日間といたしたいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） ご異議なしと認め、会期は本日１日間と決定いたしました。 
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日程第３ 会議書記の指名 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第３、会議書記の指名を行います。本日の会議書記には、

事務局長 太田浩二君を指名いたします。なお、本定例総会の事務従事者として事務

局長以下の関係職員を任命します。 

 

それでは、議案の審議に入ります。 

 

 

 

日程第４ 報告第１６号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第４、報告第１６号 農地法第１８条第６項の規定による通

知について事務局より報告いたします。 

 

＊事務局（猪股雅敬主事） 報告第１６号 農地法第１８条第６項の規定による通知につ

いて。このことについて、別紙のとおり通知があったので報告いたします。令和元

年１０月２５日提出。加美町農業委員会会長 三浦泉。 

   今月の農地法第１８条第６項の規定による通知は１件でございます。 

 

申請番号１ 

貸人  Ａ氏 

借人  Ｂ社 

所在地 長清水裏の田 外２筆 

面積  ８,３９４㎡ 

農地法第３条 

 

[以上１件の賃貸借の合意解約について説明。] 

 

 

＊議長（三浦泉会長） 報告が終わりました。これより質疑を行います。質疑ございま

せんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） 質疑がないようですから、これにて報告第１６号を終了いたし

ます。 
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日程第５ 報告第１７号 農地転用許可後の工事完了報告について 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第５、報告第１７号 農地転用許可後の工事完了報告につい

て事務局より報告いたします。 

 

＊事務局（鎌田裕之次長） 報告第１７号 農地転用許可後の工事完了報告について。こ

のことについて、別紙のとおり工事完了報告書の提出があったので報告いたします。

令和元年１０月２５日提出。加美町農業委員会会長 三浦泉。 

   今月の農地転用許可後の工事完了報告は２件でございます。 

    

  報告書番号１ 

  個人住宅建設 谷地森字新里東…番 外１筆 

面積 ５０３㎡ 

令和元年９月２３日完了 

 

報告書番号２ 

仮設トイレ・通路兼作業用地(一時転用) 上多田川字畑田二番…番… 

面積 ２７０.５７㎡ 

令和元年７月５日完了 

 

[以上２件の工事完了報告について説明] 

 

 

＊議長（三浦泉会長） 報告が終わりました。これより質疑を行います。質疑ございま

せんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） 質疑がないようですから、これにて、報告第１７号を終了いた

します。 

 

 

 

日程第６ 報告第１８号 農地の利用変更届について 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第６、報告第１８号 農地の利用変更届について事務局より

報告いたします。 

 

＊事務局（鎌田裕之次長） 報告第１８号 農地の利用変更届について。このことについ

て、別紙のとおり農地の利用変更届の提出があったので報告いたします。令和元年

１０月２５日提出。加美町農業委員会会長 三浦泉。 

   今月の農地の利用変更届は１件でございます。 
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  報告番号１ 

  届出者  Ｃ氏 字北町二番…番地 

所在地  字北町三番…番 

現況   田 

面積   １２７㎡ 

盛土のうえ、畑地として利用するもの 

 

[以上１件の利用変更届について説明] 

 

 

＊議長（三浦泉会長） 報告が終わりました。これより質疑を行います。質疑ございま

せんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） 質疑がないようですから、これにて、報告第１８号を終了いた

します。 

 

 

 

日程第７ 議案第２０号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第７、議案第２０号 農地法第３条の規定による許可申請に

ついてを議題といたします。事務局より説明をさせます。 

 

＊事務局（猪股雅敬主事） 議案第２０号 農地法第３条の規定による許可申請について。

下記農地について農地法第３条第１項の規定により許可申請があったので審議され

たい。令和元年１０月２５日提出。加美町農業委員会会長、三浦泉。 

   今月の農地法第３条の許可申請は１件でございます。 

 

申請番号１ 

渡人   Ｄ氏   

受人   Ｅ氏   

申請地  宮崎字赤坂原の畑 １筆 

面積   １７７㎡ 

譲渡人からの要望により受人へ売買するもの 

売買金額 …万円 

 

 [以上１件の許可申請について説明] 
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＊議長（三浦泉会長） 議案の説明が終わりました。ただいまの説明に関連して、担当

委員の方から現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。それでは申請番号１

番について、１３番 山本成委員お願いします。 

 

＊１３番（山本成委員） 令和元年１０月８日、譲渡人・譲受人に聴取り調査を行い、

申請地についても現地を確認いたしました。その結果、地域調和要件に支障ないも

のと判断いたしました。以上でございます。 

 

＊議長（三浦泉会長） ご苦労様でした。現地調査の結果並びに補足説明が終わりまし

た。これより審議を行います。質疑ございませんか。 

     

―「はい」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） はい、７番 三嶋委員。 

 

＊７番（三嶋秀二郎委員） 面積１７７㎡の売買ですが、総額…万円という金額に間違

いはないですか？面積に対して、金額が大きいように感じたのですが。 

 

＊事務局（猪股雅敬主事） 今回の件に関しましては間に行政書士の方が入っており、

Ｄ氏とＥ氏お二人の間で既に…万円と決まっていたということでございました。 

 

＊議長（三浦泉会長） ほかに質疑ございませんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） 質疑がないようですから、これで審議を終わります。 

これより議案第２０号、農地法第３条の規定による許可申請についての採決を行い

ます。 

お諮りします。本件は、申請のとおり許可することにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） ご異議なしと認めます。よって議案第２０号、農地法第３条の

規定による許可申請については、申請のとおり許可することに決定しました。 
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  日程第８ 議案第２１ 農地法第５条の規定による許可申請について 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第８、議案第２１ 農地法第５条の規定による許可申請につ

いて、事務局より説明をさせます。 

 

＊事務局（鎌田裕之次長） 議案第２１ 農地法第５条の規定による許可申請について。

下記農地を農地以外の目的に供するため農地法第５条第１項の規定により許可申請

があったので審議されたい。令和元年１０月２５日提出。加美町農業委員会会長 三

浦泉。 

   今月の農地法第５条の許可申請は２件でございます。 

   

  申請番号１ 

  譲渡人  Ｆ氏     加美町字南町…番地 

  譲受人  Ｇ社     加美町字町裏…番地… 

申請地  加美町字町裏…番… 

面積   合計１,００８㎡ 

事業資金 自己資金…万円 うち土地代…万円 

事業計画 令和元年１１月１日着工、令和元年１２月２０日完成予定 

売買により駐車場の設置を行うもの 

 申請地は加美町役場の南東約５７０ｍに位置しており、中新田市街に連続する市

街化が著しい「住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公共施設若しくは公益

的施設が連たんしている」区域にある農地であることから第３種農地と判断したも

のであります。 

 

申請番号２ 

譲渡人  Ｈ氏  加美町字西町…番地 

譲受人  Ｉ社  富谷市大清水一丁目…番地… 

申請地  字一本杉…番… 外１筆の田 

面積   合計１,８２６㎡ 

事業資金 自己資金…万円 うち土地代…万円 

事業計画 令和元年１２月１０日着工、令和２年１１月３０日完成予定 

売買により特定建築条件付売買予定地とするもの 

 申請地は加美町役場の東南東約１.４ｋｍに位置しており、水道管及び下水道管が

埋設されている道路の沿道の区域であって、かつ、おおむね５００ｍ以内に２つ以

上の教育施設、医療施設その他の公共施設または公益的施設が存すること、具体的

には教育施設として中新田中学校が４５０ｍ、中新田幼稚園が５００ｍ、医療施設

として「つばさ歯科」が４５０ｍ、その他の公共施設又は公益的施設として中新田

保育所が１００ｍとなっておりますが、これらが「おおむね５００ｍ以内に２つ以

上」存しますことから、第３種農地と判断したものであります。 

 

[以上２件の許可申請について説明] 
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＊議長（三浦泉会長） 議案の説明が終わりました。ただいまの説明に関連して、担当

委員の方から現地調査の結果並びに補足説明をお願いいたします。それでは、申請

番号１番・２番について、７番 三嶋秀二郎委員お願いします。 

 

＊７番（三嶋秀二郎委員） はい。では、ご報告いたします。農地法第５条の規定によ

る許可申請について、まず申請番号１について報告します。令和元年１０月１５日、

審査に当った委員は、杉村委員、板垣委員、私三嶋と、事務局から太田局長、鎌田

次長で現地を調査してまいりました。 

   まず申請に係る事項等から説明いたします。申請者、譲渡人のＦ氏。代理人とし

て、司法書士のＪ氏が立ち会っております。また譲受人につきましては、Ｇ社の代

理人としてＫ氏が立会われました。申請地につきましては字町裏の田１,００８㎡で

ございます。事業計画ですが、用途は駐車場であり、葬祭会館をご利用のお客様の

駐車スペースを確保するということでございました。令和元年１１月１日着工、同

年の１２月２０日完了予定の工事計画となっております。申請に係る権利の内容は

所有権移転 売買でございます。 

次に農地転用許可基準に基づく検討状況についてご説明いたします。農地区分の

第３種農地と判断した理由につきましては事務局から説明があったとおりでござい

まして、検討事項の資力及び信用については、自己資金…万円となっており、但し

抵当権が設定されております。抵当権につきましては財務省となっておりますが、

売買成立後、申請地に係る相続税を納付することで古川税務署と協議済ということ

になっております。 

   周辺の農地等に係る営農条件への支障の有無としまして、駐車場はアスファルト

舗装とし、東側の外周はＬ型擁壁を設置することにより土砂の流出を防止する。雨

水は既設水路に放流するという事で許可相当と判断してまいりました。 

続きまして、申請番号２番についてご説明いたします。調査日時、審査人員につ

きましては、申請番号１番と同様でございます。譲渡人はＨ氏。譲受人は、Ｉ社。

今回Ｈ氏は委任状をＩ社 代表取締役Ｌ氏に預けており、立会いはＬ氏が行っており

ます。申請地につきましては字一本杉の田１,８２６㎡でございます。事業計画です

が、用途は特定建築条件付売買予定地８区画であり、着工・完了予定については令

和元年１２月１０日から令和２年１１月３０日となっております。申請に係る権利

の内容は所有権移転 売買でございます。 

次に農地転用許可基準に基づく検討状況についてご説明いたします。農地区分は

事務局から説明があったとおり、第３種農地と判断いたしました。検討事項の資力

及び信用については、自己資金…万円でございます。宅地の造成のみを目的とする

場合の妥当性は、「建築条件付売買予定地に係る農地転用許可関係事務取扱要領」

に定める要件を満たすことから、当事項には該当しないものとして取り扱うことと

なります。周辺の農地等に係る営農条件への支障の有無としまして、宅地内はアス

ファルト舗装とし、外周はＬ型擁壁を設置することにより土砂の流出を防止する。

雑排水・汚水については公共下水道に接続、雨水は宅地内道路コンクリート側溝に

集水し泥溜桝経由後、北側既設道路へ放流するため支障はないものとし、許可相当

と判断いたしました。但し、農地転用事業者から土地購入者への土地の引渡しにつ

いては、当該土地に住宅が建設されたことを確認した後、又は当該土地の宅地造成

後に建築確認が行われた後に行うことと条件がついております。 
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＊議長（三浦泉会長） ご苦労様でした。現地調査の結果並びに補足説明が終わりまし

た。これより審議を行います。質疑ございませんか。 

 

―「はい」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） はい、７番 三嶋委員。 

 

＊７番（三嶋秀二郎委員） 特定建築条件付売買について、事務局から詳しく説明して

いただけませんか。 

 

＊事務局（鎌田裕之次長） 農地転用許可制度においては、これまで住宅の用に供され

る土地の造成のみを目的とする農地転用については、その土地を最終的に住宅の用

に供する事が確実と認められない事から、農地法施行規則において原則認めない事

とされておりました。しかし近年、住宅のデザインや間取りなどのニーズが多様化

し、住宅メーカーが宅地造成後の土地を売買するにあたって、土地購入者との間で

自社又は自社が指定する建設業者との間に売買する土地に建設する住宅について、

一定期間内に建築請負契約が成立する事を条件とする「建築条件付売買土地」が増

加しているという状況がありました。国においてはこうした状況を踏まえ、本年３

月２９日に新たに制定した「建築条件付売買予定地に係る農地転用許可関係事務取

扱要領」で定める特定の要件を満たす事が確実と認められるときには、その土地は

「宅地造成のみを目的とするもの」に該当しないものとして取り扱うこととして農

地転用許可をし得るものとしたところであります。 

   今回は８月に受けた案件と同じ事業者から同様の理由で上がってきたものでござ

いますが、本町としては２例目の適用案件となるものであります。 

 

＊議長（三浦泉会長） ほかに質疑ございませんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） 質疑がないようですから、これで審議を終わります。これより、

議案第２１号、農地法第５条の規定による許可申請についての採決を行います。 

お諮りします。本件は、申請のとおり許可することにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） ご異議なしと認めます。よって、議案第２１号、農地法第５条

の規定による許可申請については、申請のとおり許可することに決定しました。 
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日程第９ 議案第２２号 農用地利用集積計画の審査について 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第９、議案第２２号 農用地利用集積計画の審査について事

務局より説明をさせます。 

 

＊事務局（猪股雅敬主事） 議案第２２号 農用地利用集積計画の審査について。下記農

地について農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により審査決定を求めら

れたので審議されたい。令和元年１０月２５日提出。加美町農業委員会会長 三浦泉。 

   今月の農用地利用集積の審議は、賃貸借２件 使用貸借１件でございます。 

 

申請番号１ 

渡人      Ｍ氏  

受人      Ｎ氏  

申請地     木舟字新堂田の田 外２１筆 

面積      合計５３,６７２㎡ 

権利移動の種別 賃貸借 

 

申請番号２  

渡人      Ｏ氏  

受人      Ｐ社 

申請地     長清水西の田 ４筆 

面積      ５,８１９㎡ 

権利移動の種別 賃貸借（農地中間管理事業） 

 

申請番号３ 

渡人      Ｑ氏  

受人      Ｒ氏  

申請地     字中嶋大下の田 外５５筆 

面積      ３８,０１２㎡ 

権利移動の種別 使用貸借（再設定） 

 

以上３案件で、田８１筆・畑１筆 面積９７,５０３㎡ 

これらの案件の計画内容は、経営面積、従事日数等、農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項に規定する要件を満たしているものと判断されます。 

   

  [以上３件の集積計画について説明] 
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＊議長（三浦泉会長） 議案の説明が終わりました。審議に入る前に議案第２２号につ

きましては、委員が当事者である事案があります。農業委員会等に関する法律 第３

１条第１項の規定により、当事者は議案の審議に参与することができません。参与

できない委員は、…番 Ｎ委員。…番 Ｎ委員は申請番号１番の審議開始から終了ま

で退席をお願いいたします。 

 

[委員退室 午後２時００分] 

 

＊議長（三浦泉会長） これより申請番号１番について審議を行います。質疑ございま

せんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） 質疑がないようですから、これで審議を終わります。これより

議案第２２号、申請番号１番についての採決を行います。 

お諮りします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） ご異議なしと認めます。よって、議案第２２号、申請番号１番

については、原案のとおり決定いたしました。 

   それでは…番 Ｎ委員の入室を許可します。 

 

[委員入室 午後２時０２分] 

 

＊議長（三浦泉会長） 続いて申請番号２番・３番について審議を行います。質疑ござ

いませんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） 質疑がないようですから、これで審議を終わります。これより

議案第２２号、申請番号２番・３番についての採決を行います。 

お諮りします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） ご異議なしと認めます。よって、議案第２２号、農用地利用集

積計画の審査については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程第１０ 議案第２３号 農用地利用配分計画(案) 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第１０、議案第２３号 農用地利用配分計画(案)について事

務局より説明をさせます。 

 

＊事務局（猪股雅敬主事） 議案第２３号 農用地利用配分計画(案)について。このこと

について農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定により意見を

求められたので審議されたい。令和元年１０月２５日提出。加美町農業委員会会長 

三浦泉。 

   今月の農用地利用配分計画(案)は１件でございます。 

 

申請番号１  

渡人      Ｐ社 

受人      Ｓ社 

申請地     字長清水西の田 ４筆 

面積      ５,８１９㎡ 

権利移動の種別 賃貸借 

貸付期間    １０年間 

 

[以上１件の計画案について説明] 

 

 

＊議長（三浦泉会長） 議案の説明が終わりました。これより審議を行います。質疑ご

ざいませんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） 質疑がないようですから、これで審議を終わります。これより

議案第２３号 農用地利用配分計画(案)についての採決を行います。 

お諮りします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） ご異議なしと認めます。よって、議案第２３号 農用地利用配分

計画(案)については、原案のとおり決定いたしました。 

 

 

 

以上をもちまして、本日の案件はすべて議了いたしました。これで令和元年度第７回

加美町農業委員会定例総会を閉会いたします。大変ご苦労さまでした。 

 

〈午後２時０５分 閉会〉 
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この議事録は、事務局長 太田浩二が調製したものであるが、その内容に相違 

ないことを証するため、署名押印する。 
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署名委員   星    榮  喜  

 


